
条

例

告

示

訓

令

規

則

日

号
外

ペ
ー
ジ

九
〇

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

83

一

九
一

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

83

二

九
二

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

二
八

83

二
三

九
三

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

83

二
三

九
四

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

二
八

83

二
三

九
五

福
島
県
原
子
力
災
害
等
復
興
基
金
条
例

二
八

83

二
四

九
六

福
島
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
振
興
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

83

二
四

九
七

福
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

83

二
四

九
八

大
気
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
排
出
基
準
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排

水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

83

二
五

九
九

大
気
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
排
出
基
準
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排

水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

83

二
五

一
〇
〇

福
島
県
東
日
本
大
震
災
被
災
児
童
支
援
基
金
条
例

二
八

83

二
七

一
〇
一

福
島
県
障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

二
八

83

二
七

一
〇
二

障
害
者
自
立
支
援
法
の
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

二
八

83

二
七

一
〇
三

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

83

二
八

一
〇
四

福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

二
八

83

二
八

一
〇
五

福
島
県
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

83

三
三

一
〇
六

福
島
県
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例

二
八

84

一

一
〇
七

福
島
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

84

一

八
一

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

四
二
八

八
二

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

二
八

85

一

八
三

福
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

二
八

86

一

八
四

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
八

86

一

八
五

障
害
者
自
立
支
援
法
の
改
正
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

二
八

86

一

二
九

職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
六

四
三
五

三
〇

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

二
七

四
五
五

三
一

児
童
相
談
所
に
お
い
て
一
時
保
護
を
加
え
た
児
童
の
所
持
物
取
扱
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

二
八

86

二

五
六
九

保
安
林
等
の
皆
伐
面
積
の
残
存
許
容
限
度
を
公
表
す
る
件

一

80

一

五
七
〇

認
定
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
と
し
て
認
定
し
た
件

二

四
二
四

五
七
一

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二

四
二
四

五
七
二

同

二

四
二
四

五
七
三

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

二

四
二
五

五
七
四

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件

六

四
二
七

五
七
五

新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
を
認
可
し
た
件

六

四
二
七
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五
七
六

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

九

四
二
八

五
七
七

同

九

四
二
九

五
七
八

土
地
収
用
法
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
件

九

四
二
九

五
七
九

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

九

四
三
〇

五
八
〇

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

一
三

四
三
二

五
八
一

土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め
た
件

一
三

四
三
二

五
八
二

保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
三

四
三
二

五
八
三

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一
三

四
三
二

五
八
四

同

一
三

四
三
三

五
八
五

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
三

四
三
三

五
八
六

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六

四
三
五

五
八
七

国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
件

一
六

四
三
六

五
八
八

土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
可
し
た
件

一
六

四
三
六

五
八
九

農
用
地
保
全
施
設
等
の
管
理
規
程
を
認
可
し
た
件

一
六

四
三
六

五
九
〇

農
用
地
保
全
施
設
等
の
管
理
規
程
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
六

四
三
七

五
九
一

保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
六

四
三
七

五
九
二

同

一
六

四
三
七

五
九
三

同

一
六

四
三
八

五
九
四

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

一
六

四
三
八

五
九
五

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

一
六

81

一

五
九
六

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

二
〇

四
四
九

五
九
七

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
〇

四
四
九

五
九
八

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
〇

四
四
九

五
九
九

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
よ
り
村
道
の
工
事
の
一
部
を
完
了
し
た

件

二
〇

四
四
九

六
〇
〇

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

二
〇

四
五
〇

六
〇
一

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

二
六

四
五
一

六
〇
二

同

二
六

四
五
一

六
〇
三

同

二
六

四
五
一

六
〇
四

同

二
六

四
五
二

六
〇
五

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

二
六

四
五
二

六
〇
六

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

四
五
三

六
〇
七

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
六

四
五
三

六
〇
八

同

二
六

四
五
四

六
〇
九

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

二
七

四
五
五

六
一
〇

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

二
七

四
五
六

六
一
一

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

二
七

四
五
六

六
一
二

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

二
七

四
五
六

六
一
三

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

二
七

四
五
六

六
一
四

同

二
七

四
五
七

六
一
五

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
施
術
者
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
件

二
七

四
五
七

六
一
六

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
施
術
者
の
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
所

在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
七

四
五
七

六
一
七

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

二
七

四
五
七

六
一
八

同

二
七

四
五
七

六
一
九

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
七

四
五
八

六
二
〇

同

二
七

四
五
八

六
二
一

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
七

四
五
八

六
二
二

同

二
七

四
五
八

二
三
二

福
島
県
税
条
例
等
に
基
づ
き
延
長
し
た
県
税
に
係
る
申
告
、納
付
等
の
期
限

を
指
定
し
た
件

二

四
二
五

二
三
三

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

二

四
二
五

二
三
四

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

九

四
三
〇

二
三
五

同

九

四
三
〇

二
三
六

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

九

四
三
一

二
三
七

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

一
三

四
三
三

二
三
八

財
政
状
況
を
公
表
す
る
件

二
〇

82

一

二
三
九

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

二
六

四
五
四

二
四
〇

同

二
七

四
五
九

二
四
一

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
七

四
五
九

二
四
二

同

二
七

四
五
九

二
四
三

土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
七

四
五
九

規

程
一
〇

福
島
県
企
業
職
員
の
給
与
、勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
規
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程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二
八

85

三

規

程
一
四

福
島
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
、勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す

る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二
八

85

一
一

規

則
一
二

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

二
八

85

二
七

告

示
八
八

不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
三

四
三
三

八
九

政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六

四
三
八

九
〇

政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六

四
三
九

九
一

政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六

四
四
〇

九
二

政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六

四
四
〇

九
三

政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ

た
件

一
六

四
四
一

九
四

政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
件

一
六

四
四
一

九
五

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告
示
す
る
件

一
六

四
四
一

九
六

同

一
六

四
四
四

九
七

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福

島
県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

を
告
示
す
る
件

一
六

四
四
八

規

則

二
三

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
八

85

三
〇

二
四

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

二
八

85

三
二

二
五

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
八

85

三
二

指

示
七

漁
業
法
に
よ
り
指
示
す
る
件

二
七

四
五
九

福 島 県 報 目 録平成24年１月13日 金曜日 (12月中)3

福
島
県
人
事
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
病
院
局

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会


